
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
先
進
事
例
な
ど
が
 

紹
介
さ
れ
た
講
演
会
 

   
公
共
交
通
の
現
状
と
課
題 

　
全
国
的
に
、
マ
イ
カ
ー
の
普
及

な
ど
に
よ
り
、
鉄
道
や
乗
合
バ
ス

な
ど
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
減

少
し
続
け
て
お
り
、
利
用
の
少
な

い
路
線
の
廃
止
な
ど
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
合
併
協
議
の
際
の
住
民

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
中
で
、「
鉄
道
・
バ
ス
の
利
便

性
」
が
最
も
不
満
度
の
高
い
結
果

と
な
っ
て
い
て
、
高
齢
者
な
ど
か

ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行

を
望
む
声
も
強
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。 

　
一
方
で
、
簡
素
で
効
率
的
な
行

政
運
営
を
行
う
こ
と
も
強
く
求
め

ら
れ
て
お
り
、
市
の
公
共
財
源
を

投
入
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
な

ど
を
運
行
す
る
こ
と
に
消
極
的
な

意
見
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

地
域
公
共
交
通
会
議
の
目
的 

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
た

め
、地
域
公
共
交
通
会
議
で
は
、市

民
と
行
政
が
協
働
で
、市
民
生
活
に

身
近
な
生
活
交
通
の
確
保
や
、加
東

市
の
実
情
に
ふ
さ
わ
し
い
交
通
サ

ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、継
続

的
に
協
議
、検
討
を
行
い
ま
す
。 

　
会
議
の
委
員
に
は
、
区
長
会
を

は
じ
め
と
す
る
市
民
組
織
の
代
表

や
公
募
委
員
の
ほ
か
、
国
の
運
輸

管
理
局
や
警
察
署
、
バ
ス
会
社
の

代
表
な
ど
十
七
人
の
方
々
に
就
任

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
第
一
回
の
会
議
で
は
、
会
議
の

公
開
の
決
定
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
実
施
な
ど
が
承
認
さ
れ
た
ほ
か
、

「
地
域
で
考
え
る
公
共
交
通
講
演

会
」
と
し
て
、
交
通
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
鈴
木
文
彦
氏
を
講
師
に
、「
地

域
の
公
共
交
通
の
現
在
と
未
来
」

と
題
し
て
市
民
生
活
に
お
け
る
公

共
交
通
機
関
の
重
要
性
に
つ
い
て

の
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
市

民
の
方
々
か
ら
も
多
数
の
聴
講
が

あ
り
ま
し
た
。 

　
こ
れ
か
ら
の
市
の
公
共
交
通
に

と
っ
て
、
意
義
の
あ
る
協
議
、
検

討
が
進
む
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

会
議
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
す 

　
地
域
公
共
交
通
会
議
は
、
公
開

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
関
心

の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。 

 【
第
二
回
地
域
公
共
交
通
会
議
】 

■
日
時
　
九
月
五
日
（水） 

　
十
三
時
三
〇
分
〜
十
五
時
三
〇

　
分 

■
場
所
　
社
福
祉
セ
ン
タ
ー 

　
二
階
　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
室 

■
会
議
を
傍
聴
す
る
に
は 

　
傍
聴
希
望
の
方
は
、
会
議
開
始

ま
で
に
受
付
手
続
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
会
場
の
都
合
に
よ
り
、
傍

聴
は
先
着
二
十
名
ま
で
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
受
付
は
、
会
議

開
始
十
五
分
前
か
ら
行
い
ま
す
。 

■
問
い
合
わ
せ 

　
企
画
部
企
画
政
策
課（
社
庁
舎
） 

　
1
４
３
・
０
３
８
９ 

   

　
身
体
障
害
者（
児
）、知
的
障
害
者（
児
）、

精
神
障
害
者
ま
た
は
母
子
家
庭
で
児

童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、「
加

東
市
福
祉
年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
平
成
十
八
年
九
月
二
日
か
ら
平
成

十
九
年
九
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
新

規
に
障
害
者
手
帳
を
取
得
さ
れ
た
方

ま
た
は
母
子
家
庭
と
認
定
さ
れ
た
方

は
、
福
祉
年
金
支
給
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
九
月
十
四
日
（金）
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
昨
年
、
福
祉
年
金
を
受
給

さ
れ
た
方
は
自
動
更
新
と
な
り
ま
す

の
で
申
請
は
不
要
で
す
。 

　
ま
た
、
振
込
口
座
を
変
更
さ
れ
る

場
合
は
、
口
座
変
更
届
出
書
が
必
要

で
す
の
で
、
印
鑑
お
よ
び
口
座
番
号

の
わ
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。（
郵
便
局
は
指
定
で
き
ま
せ
ん
。） 

【
申
請
窓
口
】 

　
各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ
ー 

【
福
祉
年
金
の
支
給
日
】 

　
十
月
二
十
五
日
（木） 

 

■
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方

　
の
問
い
合
わ
せ 

　
　
福
祉
部
社
会
福
祉
課 

　
　
1
４
３
・
０
４
０
９ 

■
母
子
家
庭
の
認
定
を
受
け
ら
れ
た

　
方
の
問
い
合
わ
せ 

　
　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課 

　
　
1
４
３
・
０
４
０
８ 

福
祉
年
金
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く
！
 

　
市
で
は
、
市
内
の
鉄
道
や
乗
合
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
に
つ
い
て
協
議

を
行
う
「
加
東
市
地
域
公
共
交
通
会
議
」
を
設
置
し
ま
し
た
。 

　
七
月
二
十
六
日
に
、
多
く
の
市
民
の
方
々
も
傍
聴
さ
れ
る
中
で
、
第

一
回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

新
規
に
障
害
者
手
帳
を
取
得
さ
れ
た
方
、母
子
家
庭
と
認
定
さ
れ
た
方
へ
 

対象者 支給額（年額） 支給額（年額） 対象者 

身体障害者手帳　1・2級 
　　　〃　　　　3・4級 
　　　〃　　　　5・6級　 
 

精神障害者福祉手帳　1・2級 
　　　〃　　　　　　3級 
障害基礎年金（精神） 1・2級 
 

15,000円 
 8,000円 
 5,000円 

 

15,000円 
 8,000円 
15,000円 

 
療育手帳　A・B1 
　　〃　 　B2 
 

母子家庭の児童を養育する方 15,000円 
 8,000円 

1人目　 15,000円 
2人目から　　　　  
1人につき5,000円 

 ※１年以上加東市に住所を有している方が対象となります。 
※２つ以上の項目に該当する時は、最も支給額の多い項目１つが適用されます。 
※障害の等級などの基準日は、平成１９年９月１日とします。 
 

地
域
公
共
交
通
会
議
を
設
置
し
ま
し
た

地
域
公
共
交
通
会
議
を
設
置
し
ま
し
た
 

地
域
公
共
交
通
会
議
を
設
置
し
ま
し
た

地
域
公
共
交
通
会
議
を
設
置
し
ま
し
た
 


